
JP 4845067 B2 2011.12.28

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グルタミン酸デカルボキシラーゼ６７の活性促進成分を有効成分として含有する塩味増
強剤であって、クミン、パプリカ、バジル、ケシノミ、アニス、パセリ、メース、ショウ
ガから選択される１以上を水及び／又は親水性溶媒で抽出することにより得られる抽出物
を含む塩味増強剤。
【請求項２】
　グルタミン酸デカルボキシラーゼ６７の活性促進作用を指標とする塩味増強剤の選抜方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、飲食物に添加することにより飲食物の塩味を増強して、結果として使用する
塩化ナトリウムの添加量を低減することができる塩味増強剤、該塩味増強剤を含む飲食物
、前記塩味増強剤を飲食物に添加する塩味増強方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　塩化ナトリウムは、体液の塩分濃度やｐＨを調整する働きや、他の栄養素の消化吸収を
助ける働き、筋肉の伸縮と神経伝達を助ける働き等を有し、人間の生理機能を正常に働か
せるために必要不可欠である。また、飲食物に塩味を付与して美味しく調味する目的、飲
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食物の保存性の向上や物性改善などを目的として広く一般に用いられている。しかし、そ
の過剰摂取は高血圧、心臓疾患、腎臓疾患等の原因となることから、急激に高齢化が進む
現代社会において、食塩の摂取量を低減する必要性が高まっている。塩化ナトリウムの摂
取量は、健康な成人の場合、一日あたり、男性で１０ｇ未満、女性で８ｇ未満が好ましく
、高血圧患者の場合は７ｇ以下、腎臓疾患の患者で５～８ｇ以内に制限することが好まし
いとされているが、先進国における塩化ナトリウム摂取量は当該基準量より多いのが現状
である。そこで、塩分の摂取量を抑制しつつ、食事を美味しくするため、塩化ナトリウム
の代替品や塩味増強剤の開発が強く望まれている。
【０００３】
　塩化ナトリウムの代替品により塩味を補充する方法としては、塩化カリウムや硫酸マグ
ネシウムを用いる方法が知られている。しかし、何れも苦み又はエグ味などの素材由来の
不快味があり、減塩と美味しさの両立ができていない点が問題である。さらに、塩化カリ
ウムについては、カリウムの過剰摂取が高カリウム血症の原因となり、不整脈や心停止を
引き起こす危険性が存在するという別の問題点も指摘されている。
【０００４】
　一方、塩味増強剤としては、アミノ酸、乳酸ナトリウム、トレハロース、γ－アミノ酪
酸と有機酸又はその塩との組合せ、スピラントールとアリウム属植物抽出物との組合せ等
が知られている（特許文献１、２、３、４、５）。しかしながら、効果が一定していない
、苦みや酸味等の異味を呈する、入手や調製が容易ではない等の問題があり、産業上広く
使用された例はない。
【０００５】
　これまで、産業上、汎用な塩味増強剤が開発されてこなかった根本的な原因は、塩味増
強の分子レベルでの指標が見いだされていなかったことによる。従って、塩味増強の分子
レベルでの指標を見いだし、より実用的且つ効果的な塩味増強剤の開発に応用することが
強く望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－３４５４３０号公報
【特許文献２】特開２００８－５４６６１号公報
【特許文献３】特開平１０－６６５４０号公報
【特許文献４】特許第４１２８８９２号公報
【特許文献５】特開２００６－２９６３５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、飲食物の風味を良好に維持しつつ、その塩味を効果的に増強させて、結果的
に塩化ナトリウム添加量を削減することができる塩味増強剤、該塩味増強剤を含有する飲
食物又は医療用食品、該塩味増強剤を用いた塩味増強方法の提供を課題とする。
　また、上記塩味増強剤を、手間と時間がかかる官能試験に依らず明確な指標で容易且つ
効率的に選抜する方法の提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は、前記課題を解決すべく鋭意検討した結果、舌のIII型味蕾細胞に存在する
グルタミン酸デカルボキシラーゼの活性が塩味と相関関係があることを見出し、本発明を
完成させるに至った。
【０００９】
　すなわち、本発明は、グルタミン酸デカルボキシラーゼ６７の活性促進成分を有効成分
として含有する塩味増強剤であって、クミン、パプリカ、バジル、ケシノミ、アニス、パ
セリ、メース、ショウガから選択される１以上を水及び／又は親水性溶媒で抽出すること



(3) JP 4845067 B2 2011.12.28

10

20

30

40

50

により得られる抽出物を含む塩味増強剤である。
【００１１】
　さらにまた本発明は、グルタミン酸デカルボキシラーゼ６７の活性促進作用を指標とす
る塩味増強剤の選抜方法である。
　尚、本明細書には、上記発明の他に、グルタミン酸デカルボキシラーゼ促進成分を有効
成分として含有する塩味増強剤、植物又は微生物由来の抽出物を含む前記塩味増強剤、抽
出物が、クミン、パプリカ、バジル、ケシノミ、アニス、パセリ、メース、ショウガから
選択される１以上を水及び／又は親水性溶媒で抽出することにより得られる抽出物である
前記塩味増強剤、前記塩味増強剤を含有することを特徴とする飲食物、前記塩味増強剤を
飲食物に添加することを特徴とする塩味増強方法、グルタミン酸デカルボキシラーゼ活性
の促進作用を指標とする塩味増強剤の選抜方法についても記載する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る塩味増強剤によると、塩化ナトリウムを含有する飲食物に添加することで
、塩味を増強させ、結果として使用する塩化ナトリウムを低減することができる。また、
一般飲食物だけでなく、塩分の摂取量を制限する必要がある高血圧や腎臓病患者等の飲食
物に添加することも可能であり、塩分の摂取量を削減しつつ、美味しい食事を摂ることが
でき生活の質（ＱＯＬ）の向上に寄与することができる。
【００１３】
　また、本発明に係る塩味増強剤の選抜方法によれば、グルタミン酸デカルボキシラーゼ
活性を指標として、広く天然物、合成物の中から、新規な塩味増強剤を容易且つ迅速に選
抜することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】塩味増強効果とグルタミン酸デカルボキシラーゼ活性への影響の相関性を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明に係る塩味増強剤は、グルタミン酸デカルボキシラーゼ促進成分を有効成分とし
て含有することを特徴とする。本発明において、グルタミン酸デカルボキシラーゼ促進作
用とは、グルタミン酸デカルボキシラーゼの作用により生成するγ－アミノ酪酸の量（所
定の反応時間あたり）を増加させる作用をいう。本発明におけるグルタミン酸デカルボキ
シラーゼ促進効果としては０％より大きければよく、好ましくは５％以上、より好ましく
は１０％以上、さらに好ましくは２０％以上である。
【００１６】
　高等生物において、グルタミン酸デカルボキシラーゼは、異なった遺伝子によってコー
ドされる２つのアイソフォーム（グルタミン酸デカルボキシラーゼ６５とグルタミン酸デ
カルボキシラーゼ６７）が存在するが、本発明に係る塩味増強剤としては、グルタミン酸
デカルボキシラーゼ活性を促進するものであれば特に限定されることがなく、グルタミン
酸デカルボキシラーゼ６５の活性を促進するものであってもグルタミン酸デカルボキシラ
ーゼ６７の活性を促進するものであっても、また、両方の活性を促進するものであっても
よい。本発明においては、なかでも、味覚の信号伝達に関与するIII型味蕾細胞に発現す
るグルタミン酸デカルボキシラーゼ６７の活性を促進するもの、又はグルタミン酸デカル
ボキシラーゼ６５とグルタミン酸デカルボキシラーゼ６７の両方の活性を促進するものが
好ましい。
【００１７】
　本発明に係る塩味増強剤としては、グルタミン酸デカルボキシラーゼ活性を促進するも
のであれば、天然物、合成物の何れであっても特に限定されるものではない。天然物とし
ては、例えば植物、微生物、又は動物由来の抽出物を挙げることができる。なお、本発明
において、塩味増強剤が天然物である場合、グルタミン酸デカルボキシラーゼ活性の促進
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作用としては、乾燥重量１．０～４．０ｍｇあたり、０％より大きければよく、好ましく
は５％以上、より好ましくは１０％以上、さらに好ましくは２０％以上であり、特に好ま
しくは、グルタミン酸デカルボキシラーゼ活性の促進作用が、乾燥重量１．０ｍｇあたり
、０％より大きければよく、好ましくは５％以上、より好ましくは１０％以上、さらに好
ましくは２０％以上である。また、塩味増強剤が合成物の場合は、上記乾燥重量に代えて
当該重量あたりとする。
【００１８】
　「植物」とは、食経験のある植物組織及び植物体の由来であることを指し、その可食部
位は特に限定されるものではなく、葉、葉柄、茎、根、花、果実（果菜を含む）、種実、
種子、豆類等のいずれであっても良い。その対象植物種としては、例えば、アサノミ、ア
サフェチダ、アジョワン、アニス、アンゼリカ、ウイキョウ、ウコン、オレガノ、オール
スパイス、オレンジノピール、カショウ、カッシア、カモミール、カラシナ、カルダモン
、カレーリーフ、カンゾウ、キャラウェー、クチナシ、クミン、クレソン、クローブ、ケ
シノミ、ケーパー、コショウ、ゴマ、コリアンダー、サッサフラス、サフラン、サボリー
、サルビア、サンショウ、シソ、シナモン、ジュニパーベリー、ショウガ、スターアニス
、スペアミント、セイヨウワサビ、セロリー、ソーレル、タイム、タマリンド、チャイブ
、ディル、トウガラシ、ナツメグ、ニガヨモギ、ニジェラ、ニンジン、バジル、パセリ、
ハッカ、バニラ、パプリカ、ヒソップ、フェネグリーク、ホースミント、ホースラディッ
シュ、マジョラム、ミョウガ、ラベンダー、リンデン、レモンバーム、ローズ、ローズマ
リー、ローレル、ワサビなどの香辛料原料となる植物；イタリアンパセリ、ジンジャー、
タイム、ソレル、チコリ、スイスチャード、ナスタチウム、フェンネル、マジョラムなど
のハーブ植物（但し、香辛料となる植物は除く）；アシタバ、アセロラ、アロエ、アンズ
、イチョウ、ウメ、クコ、ゲッケイジュ、コムギ、ザクロ、ダイオウ、ダイズ、ドクダミ
、トチュウ、ハトムギ、ビワ、ベニバナ、ヨーロッパカンゾウ、ヨモギギクなどの薬用植
物（但し、香辛料原料となる植物及びハーブ植物は除く）；オレンジ、グレープフルーツ
、ライム、レモン等の果実類、スプラウト（例えば、アルファルファ、カイワレ、ブロッ
コリースプラウト、クレススプラウト、マスタードスプラウトなど）、トマト、ニンジン
、ダイコンなどの野菜類、トウモロコシ、イネ等の穀物類などの一般食に用いられる植物
（但し、香辛料原料となる植物、ハーブ植物及び薬用植物は除く）等を挙げることができ
る。
【００１９】
　また「微生物」とは、食経験のある細菌類、菌類の由来であることを指し、該微生物の
構成成分、該微生物の代謝産物を含む。その対象微生物、特に細菌類としては、例えば、
バチルス属等の枯草菌、ラクトバチルス属等の乳酸菌、アセトバクター属等の酢酸菌など
を挙げることができる。また、本発明の対象微生物、特に菌類としては、例えば、サッカ
ロマイセス属等の酵母；クロレラ属、セネデスムス属、ミクロシスチス属、アンキストロ
デスムス属、ゴレンキニア属、セレナストルム属、プロトシフォン属、クロロコックム属
、グラミドモナス属、ヘマトコッカス属、ユーグレナ属、ボトリオコッカス属、スピルリ
ナ属、ナンノクロロプシス属、シネココッカス属等の藻類；ペニシリウム属、アスペルギ
ルス属、トリコデルマ属菌等の糸状菌；椎茸、ヒラ茸、マイ茸、エノキ茸、シメジ茸、ヤ
マブシ茸、セイヨウショウロ（トリュフ）、マンネン茸、ブクリョウ、コフキサルノコシ
カケ、カワラ茸などの担子菌；アミガサ茸などの子嚢菌などを挙げることができる。
【００２０】
　動物由来の抽出物としては、食経験のある動物由来の抽出物であればよく、例えば、ク
リーム、チーズ、バター、ミルク、ヨーグルトなど乳系の抽出物等を挙げることができる
。
【００２１】
　合成物としては、例えば、ラクトン類、テルペン系炭化水素等を挙げることができる。
【００２２】
　本発明に係る塩味増強剤としては、消費者の天然志向の高さから天然物であることが好
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ましく、なかでも植物又は微生物由来の抽出物を含有することが好ましい。また、入手が
容易で、従来から食経験があり、広く使用されてきているため、安全、安心な汎用素材と
して産業上広く使用することができる点で、香辛料原料となる植物の抽出物を含有するこ
とが好ましく、特に、グルタミン酸デカルボキシラーゼ活性の促進作用が強い点で、バジ
ル（Ocimum basilicum）、パプリカ（Capsicum annuum cv.）、クミン（Cuminum cyminum
）、ケシノミ（Papaver somniferum）、パセリ（Petroselium crispum）、アニス（Pimpi
nella anisum）、メース（Myristiba fragrans）、ショウガ（Zingiber officinale）か
ら選択される１以上の抽出物を含むこと好ましく、特に、クミン（Cuminum cyminum）抽
出物を含むこと好ましい。
【００２３】
　上記の塩味増強剤は、あらゆる公知技術を用いて製造することができる。天然物の抽出
物の製造方法としては、例えば、植物の場合、原料となる植物を乾燥し、粉砕した後、溶
媒、好ましくは、水、親水性溶媒、又は水と親水性溶媒の混合液で抽出する方法などを挙
げることができる。また、抽出は、バッチ式、複数バッチ式、連続式等のいずれで行って
もよい。使用する親水性溶媒は特に制限はなく、例えば、水；メタノール、エタノール、
プロパノール、イソプロパノール等の１価のアルコール；プロピレングリコール、グリセ
リン等の多価アルコール等の親水性有機溶媒を挙げることができる。これらは、単独で又
は２種以上を混合して使用することができる。水と親水性溶媒の混合液を用いる場合、混
合比は、例えば、水／親水性溶媒（重量比）＝１／９９～９９／１、好ましくは１０／９
０～９５／５、さらに好ましくは３０／７０～９５／５程度である。本発明においては、
なかでも、抽出溶媒として水、又は水と親水性溶媒の混合溶媒を使用することが安全性の
観点から好ましい。
【００２４】
　また、天然物の抽出物の抽出温度としては、原料となる天然物の種類に応じて適宜調整
することができ、例えば、０℃以上、好ましくは２０℃以上である。なお、抽出温度の上
限は２００℃である。さらに、天然物の抽出物の抽出時間としては、抽出温度などにより
適宜調整することができ、速やかに抽出してもよく、１分以上をかけて抽出してもよい。
例えば、９０～１００℃の熱水で抽出する場合は、１分～１０分程度、水抽出の場合は、
８～１４時間程度が好ましい。抽出時間が上記範囲を下回ると、抽出効率が低下する傾向
がある。
【００２５】
　本発明に係る塩味増強剤は、塩味を必要とする飲食物等に添加することにより使用する
ことができる。添加する飲食物等としては、例えば、一般食材や食品、及び飲料全般（例
えば、塩、味噌、醤油、ケチャップ、マヨネーズ、ドレッシング、だしの素等の調味料、
菓子類、加工食品、コンビニエンスストア等で販売される弁当、総菜などの調理済み食品
）；病院食、介護食等の医療用食材や食品；生活習慣病対策用食材や食品；高齢者用食材
や食品等；経腸栄養剤、輸液製剤などの医薬品などを挙げることができる。その添加量は
必要に応じて適宜調整することができる。
【００２６】
　本発明に係る塩味増強剤は、単独で使用してもよく、他の添加物と任意に組み合わせて
使用してもよい。組み合わせることができる他の添加物としては、周知慣用の添加物を特
に限定されることなく使用することができ、例えば、糖質、脂質、タンパク質、タンパク
質分解物、アミノ酸、核酸、香辛料、香料、調味料、酵母エキス、着色料、酸化防止剤、
乳化剤、増粘剤等を挙げることができる。
【００２７】
　本発明に係る塩味増強剤は、従来にない分子レベルの指標であるグルタミン酸デカルボ
キシラーゼ活性の評価により、広く天然物、合成物の中から選抜することができる。すな
わち、グルタミン酸デカルボキシラーゼ活性を促進（０％より大きく、好ましくは、５％
以上、より好ましくは１０％以上、さらに好ましくは２０％以上促進）するものを選抜す
ることで、容易且つ効率的に新規な塩味増強剤を選抜することが可能となる。



(6) JP 4845067 B2 2011.12.28

10

20

30

40

50

【００２８】
　具体的な選抜方法は、グルタミン酸デカルボキシラーゼを含有する酵素液に、天然物及
び／又は合成物の中から選択した少なくとも一つを添加した場合と、添加しなかった場合
とでグルタミン酸デカルボキシラーゼの作用により生成したγ－アミノ酪酸量（所定の反
応時間あたり）を比較してグルタミン酸デカルボキシラーゼ活性に及ぼす影響を測定し、
グルタミン酸デカルボキシラーゼ活性を促進する作用を有するものを塩味増強剤として選
抜する方法である。
【００２９】
　前記選抜方法によれば、コスト及び時間を要する官能試験によらず塩味増強作用を数値
化して比較検討することが容易であり、優れた塩味増強剤を速やかに、且つ効率的、効果
的に選抜することができる。
【実施例】
【００３０】
　以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例により
限定されるものではない。
【００３１】
　調製例１（グルタミン酸デカルボキシラーゼ粗酵素液の調製）
　ＧＳＴ融合タンパク質発現用のベクター（pGEX 4T-2）にラット脳由来のグルタミン酸
デカルボキシラーゼ６７を組み込んだものを、大腸菌（Rosetta-gamiB(DE3)pLysS、Novag
en社製）に形質転換して、ＬＢ培地（Luria-Bertani medium）に植菌し、２００ｒｐｍ、
３７℃で一晩培養した。その後、ＩＰＴＧ(Isopropyl-β-D-thio-galactopy ranocide）
を加え（最終濃度：１ｍＭ）、１６時間誘導を行った。
　その後、集菌し、生理食塩水：菌が１：１となるように懸濁し、超音波で破砕し、遠心
分離して上清を採取することにより、グルタミン酸デカルボキシラーゼを含む粗酵素液を
得た。
【００３２】
　実施例１
　乾燥させたクミンシード（ハウス食品（株）製）１ｇを粉砕し、水を１０ｍＬ加え、４
℃に保持した状態で一晩撹拌したものを遠心分離し、その上清を分取し、凍結乾燥するこ
とによりクミンシード抽出物を０．１５ｇ得た。得られたクミンシート抽出物を水２ｍＬ
に溶解させ、クミンシート抽出液を得た。
【００３３】
　実施例２
　乾燥させたクミンシードの代わりに、乾燥させたパプリカ実（ハウス食品（株）製）を
使用した以外は実施例１と同様にして、パプリカ実抽出物０．１１ｇを得た。得られたパ
プリカ実抽出物を水２ｍＬに溶解させ、パプリカ実抽出液を得た。
【００３４】
　実施例３
　乾燥させたクミンシードの代わりに、乾燥させたバジル葉（ハウス食品（株）製）を使
用した以外は実施例１と同様にして、バジル葉抽出物０．１３ｇを得た。得られたバジル
葉抽出物を水２ｍＬに溶解させ、バジル葉抽出液を得た。
【００３５】
　実施例４
　乾燥させたクミンシードの変わりに、乾燥させたケシノミを使用した以外は実施例１と
同様にしてケシノミ抽出液を得た。
【００３６】
　実施例５
　乾燥させたクミンシードの変わりに、乾燥させたアニスを使用した以外は実施例１と同
様にしてアニス抽出液を得た。
【００３７】



(7) JP 4845067 B2 2011.12.28

10

20

30

40

50

　実施例６
　乾燥させたクミンシードの変わりに、乾燥させたパセリを使用した以外は実施例１と同
様にしてパセリ抽出液を得た。
【００３８】
　実施例７
　乾燥させたクミンシードの変わりに、乾燥させたメースを使用した以外は実施例１と同
様にしてメース抽出液を得た。
【００３９】
　実施例８
　乾燥させたクミンシードの変わりに、乾燥させたショウガを使用した以外は実施例１と
同様にしてショウガ抽出液を得た。
【００４０】
　比較例１
　乾燥させたクミンシードの代わりに、乾燥させたレモングラス葉（ハウス食品（株）製
）を使用した以外は実施例１と同様にして、レモングラス葉抽出物０．１６ｇを得た。得
られたレモングラス葉抽出物を水２ｍＬに溶解させ、レモングラス葉抽出液を得た。
【００４１】
　比較例２
　乾燥させたクミンシードの代わりに、乾燥させたウーロン茶葉（ハウス食品（株）製）
を使用した以外は実施例１と同様にして、ウーロン茶葉抽出物０．１５ｇを得た。得られ
たウーロン茶葉抽出物を水２ｍＬに溶解させ、ウーロン茶葉抽出液を得た。
【００４２】
　比較例３
　乾燥させたクミンシードの代わりに、乾燥させたペパーミント（ハウス食品（株）製）
を使用した以外は実施例１と同様にして、ペパーミント抽出液を得た。
【００４３】
　参考例
　上記実施例１と同様にして、その他多くの天然物についても抽出液を得た。
【００４４】
　評価
　実施例、比較例及び参考例で得られた抽出液について、グルタミン酸デカルボキシラー
ゼ活性に及ぼす影響を以下の方法で測定した。
　５００ｍＭのＨＥＰＥＳ緩衝液（ｐＨ７．０）１００μＬと、実施例又は比較例又は参
考例で得られた抽出液５０μＬ、基質である１ＭのＬ－グルタミン酸ナトリウム溶液５μ
Ｌ、補酵素である１００ｍＭのピリドキサール５’－リン酸溶液２μＬ、及び調製例１で
得られたグルタミン酸デカルボキシラーゼ粗酵素液４００μＬを加えた後、イオン交換水
で全量を１ｍＬに調整した。その後、３７℃で３０分間反応させた後、６０％過塩素酸溶
液４０μＬを加えて反応を停止し、グルタミン酸デカルボキシラーゼの作用により生成し
たγ－アミノ酪酸量をＨＰＬＣ法により測定した。
【００４５】
　また、実施例又は比較例又は参考例で得られた抽出液を添加しなかった以外は上記と同
様にして生成したγ－アミノ酪酸量を測定し、比較することで抽出物のグルタミン酸デカ
ルボキシラーゼ活性促進効果を下記式により求めた。
　グルタミン酸デカルボキシラーゼ活性促進効果（％）＝｛（抽出液を添加した場合の反
応後のγ－アミノ酪酸量）－（反応系中に元々含有するγ－アミノ酪酸量）｝／｛（抽出
液を添加しなかった場合の反応後のγ－アミノ酪酸量）－（反応系中に元々含有するγ－
アミノ酪酸量）｝×１００－１００
【００４６】
＜ＨＰＬＣ条件＞
　ＨＰＬＣ測定はポストカラム誘導法により、Ｏ－フタル酸溶液をカラムからの溶出液と
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　カラム：強陽イオン交換樹脂、商品名「Shodex CXpak」（昭和電工社製）
　溶出液：０．２Ｎ－クエン酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ５．２）
　流速：０．３ｍｌ／ｍｉｎ
　検出：３３０ｎｍ（励起波長）、４６５ｎｍ（測定波長）
【００４７】
　上記結果を下記表１にまとめて示す。なお、表中のＧＡＤはグルタミン酸デカルボキシ
ラーゼを意味する。
【表１】

【００４８】
　また、実施例及び比較例で得られた抽出液の塩味増強作用について、習熟した１６名の
パネリストにより官能試験を行った。すなわち、実施例及び比較例で得られた抽出液約２
ｍＬを１～２秒間口に含んだ後（舌に転がす程度）、０．８％食塩水溶液を味わった際の
塩味について、抽出物を口に含む前に味わった０．８％食塩水溶液との塩味の感じ方につ
いて「強まった」、「変わらない」、「弱まった」の何れに該当するかを判断し、塩味を
「強まった」と感じたパネリストの割合から、「弱まった」と感じたパネリストの割合を
引いた値を塩味増強効果（％）とした。
【００４９】
　上記の結果を下記表２にまとめて示す。なお、表中のＧＡＤはグルタミン酸デカルボキ
シラーゼを意味する。
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【００５０】
　また、実施例及び比較例の結果について、塩味増強効果（％）を縦軸に、グルタミン酸
デカルボキシラーゼ活性に及ぼす影響を横軸に取り、グルタミン酸デカルボキシラーゼ活
性と塩味増強作用についての関連性を、図１に示す。
【００５１】
　グルタミン酸デカルボキシラーゼ活性を抑制するウーロン茶葉、レモングラス葉、ペパ
ーミントの抽出物を口に含んだ後には、塩味が「弱まった」と感じる人の割合が「強まっ
た」と感じる人の割合に勝ったのに対し、グルタミン酸デカルボキシラーゼ活性を促進す
るクミンシード、パプリカ実、バジル葉、ケシノミ、アニス、パセリ、メース、ショウガ
の抽出物を口に含んだ後では、塩味が「強まった」と感じる人の割合が「弱まった」と感
じる人の割合に勝った。また、グルタミン酸デカルボキシラーゼ活性をより促進する作用
を有するものは、より優れた塩味増強作用を有する傾向があることがわかった。すなわち
、グルタミン酸デカルボキシラーゼ活性と塩味増強効果には相関関係があることが明らか
となった。
【００５２】
　以上の結果より、本発明者は、グルタミン酸デカルボキシラーゼ活性促進成分を有効成
分として含有する塩味増強剤を見出した。そして、グルタミン酸デカルボキシラーゼ活性
を促進するものを選抜することにより、コストと時間がかかる官能試験を実施せずとも容
易に且つ効率的に優れた塩味増強剤を見出すことができることを見出した。
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